
令和８年度 松本市要保護児童対策地域協議会 

 

令和８年５月１１日（月）午後１時３０分から 

      松本市役所 東庁舎３階 議員協議会室 

 

次    第 

 

１ 開 会 

２ 会長、副会長選任 

３ 会長、副会長あいさつ 

４ 委員、事務局自己紹介 

５ 会 議 事 項  

⑴ 令和７年度要保護児童対策地域協議会の活動報告（松本市）・・・資料１ 

⑵ 令和７年度松本市こども家庭センターの運営状況について・・・資料２ 

⑶ 松本児童相談所管内の児童相談の状況について（松本児童相談所）・・・資料３ 

⑷ ヤングケアラー支援体制について・・・・・ ・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・ ・ ・資料４ 

６ 閉 会 



松本市医師会

松本市歯科医師会

長野県弁護士会松本在住会

松本人権擁護委員協議会

松本市校長会

松本市私立幼稚園連盟

松本市社会福祉協議会

松本市公立保育園幼稚園園長会研究会

松本市学童保育連絡協議会

松本児童園

松本赤十字乳児院

中信地区里親会

松本市民生委員・児童委員協議会

松本市主任児童委員会

松本児童家庭支援センター　あいく

松本市自立支援協議会

松本児童相談所

長野地方法務局松本支局

松本警察署

松本広域消防局

松本市保健所

松本市教育委員会

松本市上下水道局

松本市福祉事務所

松本市こどもプラザ

オブザーバー

司法人権 長野家庭裁判所松本支部

事務局

課名

こども福祉課

平和人権共生課

市民相談課

障がい福祉課

生活福祉課

保健所健康づくり課

こども育成課

子どもの権利相談室

保育課

こども発達支援課

学校教育課

教育

児童福祉

行政

松本市

令和８年度　松本市要保護児童対策地域協議会
代表者会議　構成団体

団体名

保健医療

司法人権



令和７年度松本市要保護児童対策地域協議会の活動報告 

 

１ 代表者会議 

⑴ 会議等参加機関 

   松本市医師会、松本市歯科医師会、長野県弁護士会松本在住会、 

松本人権擁護委員協議会、松本市校長会、松本市私立幼稚園連盟、 

松本市社会福祉協議会、松本市公立保育園幼稚園園長会研究会、 

松本市学童保育連絡協議会、松本児童園、松本赤十字乳児院、 

中信地区里親会、松本市民生委員・児童委員協議会、松本市主任児童委員会、 

子どもを虐待から守る会・まつもと、松本児童家庭支援センターあいく、 

松本市自立支援協議会、松本児童相談所、長野地方法務局松本支局、 

松本警察署、松本広域消防局、松本市保健所、松本市教育委員会、 

松本市上下水道局、松本市 

⑵ 会議内容 

期 日 内      容 

令和７年 

５月１６日 

令和６年度松本市要保護児童対策地域協議会の活動報告 

令和６年度松本市こども家庭センターの運営状況 
松本地域における要保護児童の現状（松本児童相談所） 

ヤングケアラーの支援状況について 

 

２ 実務者会議（要保護、要支援児童） 

⑴ 会議等参加機関 

松本児童相談所、松本警察署、松本児童園、松本市校長会、 

松本児童家庭支援センターあいく、松本赤十字乳児院、障がい福祉課、 

生活福祉課、健康づくり課、保育課、学校教育課、こども育成課、 

こども発達支援課、こども福祉課 

⑵ 会議内容 

期 日 内      容 

令和７年 

５月２８日 

在宅 ４０７ケース、入所等 ９８ケース情報共有、進行管理 

（内 ヤングケアラー１６世帯２０人） 

８月 ８日 在宅 ３８７ケース、入所等 ８７ケース情報共有、進行管理 

 （内 ヤングケアラー１７世帯２０人） 

１１月１４日 在宅 ３８１ケース、入所等 ８３ケース情報共有、進行管理 

（内 ヤングケアラー１６世帯１６人） 

 松本赤十字乳児院が参加 

令和８年 

２月１３日 

在宅 ３９７ケース、入所等 ８１ケース情報共有、進行管理 

 （内 ヤングケアラー１７世帯１７人） 

資料 １ 
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３ 実務者会議（特定妊婦） 

⑴ 会議等参加機関 

   松本児童相談所、信州大学医学部附属病院、松本市立病院、丸の内病院、

相澤病院、穂高病院、長野県立こども病院、横西産婦人科医院、 

松本赤十字乳児院、健康づくり課、障がい福祉課、こども育成課、 

こども福祉課 

⑵ 会議内容 

期 日 内      容 

令和７年 

５月２０日 

２４ケース情報共有、事例検討 

松本赤十字乳児院より、日中一時預かり保育について 

８月２１日 ２２ケース情報共有、事例検討 

松本市立病院より、分娩休止について 

１１月２０日 ３０ケース情報共有、事例検討 

令和８年 

２月１７日 

１９ケース情報共有、事例検討 

健康づくり課より、RS ウィルス母子免疫ワクチンの定期接種化に

ついて 

  

４ オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン 

⑴ 民生委員・児童委員協議会地区定例会、関係機関（小中学校・保育園等） 

への周知チラシ配布・ポスター掲示 

⑵ 松本市公式 X（旧 Twitter）、松本市公式 Facebook、松本市 LINE公式アカウ

ントにて情報発信 

⑶ 広告付き行政情報モニター広報記事掲載 

  期間 令和７年１１月１日～１１月３０日 

  内容 児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」の紹介等 

⑷ 懸垂幕、横断幕掲示 

期間 令和７年１１月１日～１１月３０日 

内容 『子どもを虐待から守ろう』啓発用懸垂幕を松本市役所本庁舎入口 

に、同内容の横断幕を松本駅自由通路に、それぞれ掲示した。 

 

５ 関係機関等との共同による周知活動 

期日 団体 内容 

令和７年 

９月２８日 

松本赤十字乳児

院里親支援セン

ターひまわり 

さとおや制度に関する講演会 

講演会、チラシ配布等 

１０月１３日 こども虐待防止

ながのオレンジ

リボン 

松本城から高島城オレンジリボンたすき

リレー 

市長参加 

メディア報道 

２ 



１０月２６日 松本深志ライオ

ンズクラブ 

ハロウィンこども食堂  

市長参加 

メディア報道 

チラシ２００枚配布 

１１月 ３日 こども虐待防止

ながのオレンジ

リボン 

・スタートセレモニー 

・第６８回まつもと市民祭歩行者天国 

ティッシュ５,０００個、風船５００個 

の配布 

令和８年 

２月２８日 

子どもを虐待か

ら守る会・まつも

と 

研修会 

特別講演、シンポジウム 

 

６ 関係団体向け研修 

 ⑴ 松本市民生委員・児童委員協議会児童福祉部会 １回 

 ⑵ 子育てサポーター養成講座          １回 

３ 



 

令和７年度松本市こども家庭センターの運営状況 

 

１ 家庭児童相談  新規受理件数  

こども家庭庁による福祉行政報告例の報告表の見直しに伴い、令和７年度実績分

から分類方法が変更となりました。 

⑴  肢体不自由相談、視聴覚障害相談、言語発達障害等相談、重症心身障害相

談、知的障害相談、発達障害相談が 「障害相談」に統一されました。 

⑵  性格行動相談、不登校相談、適正相談、育児・しつけ相談が 「育成相談」に統

一されました。 

資料 ２  
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２ 主な相談内容と新規受理総数  

  R3 R4 R5 R6 R7 

 虐 待  42 48 51 37 48 

その他 養護 264 359 403 458 409 

総数 512 638 681 684 743 

 

３ 傾向  

⑴ 育成相談の増加が目立ちました。相談経路は家族や親族からが多く、性格行動

や不登校の相談が増加しました。 

⑵ 家庭環境等による要支援(その他養護)の相談件数は、変動はあるものの依然と

して多い状況です。 

⑶ 相談総数は過去最大となりました。 

 

４ 要因  

⑴ 育成相談の増加については、家庭環境の変化や保護者の相談意識の向上など

が要因として考えられます。 

⑵ 相談総数の増加については、関係部署間の情報共有を通じて受理する案件が

増えたことや、障がい福祉サービスの利用希望があり受理する案件が増えたこと、

などが要因として考えられます。 

 

５ 



 

 

 

 （割合は四捨五入のため、100％にならない場合がある。）  

２  児童虐待相談対応件数     

参考）全国 205,044    207,659    219,170     225,509     223,691 

長野県 

６ 
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３ 相談経路別児童虐待対応件数  

 

 （割合は四捨五入のため、100％にならない場合がある。）  

  

４ 相談結果別児童虐待対応件数  

 

 （割合は四捨五入のため、100％にならない場合がある。）  
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ヤングケアラー支援体制について 

 

１ ヤングケアラーの把握状況 

⑴ 令和６年度    

１６世帯 ２６名（令和７年３月３１日時点） 

 ⑵ 令和７年度 

  １６世帯 １６名（令和８年３月３１日時点） 

 

２ ヤングケアラー・コーディネーター配置について 

⑴ 人員体制  

   １名 

 ⑵ 資格 

   社会福祉士 

 

３ こども安心訪問支援事業 

 ⑴ 事業概要 

虐待の防止やヤングケアラーの負担軽減のため、訪問支援員が自宅を訪問し悩 

み事や不安に対し傾聴で対応しつつ、家事や育児の支援を行うもの 

⑵ 対象家庭 

ア 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認めら

れる児童がいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭 

イ 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育 

を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当する 

おそれのある家庭 

ウ 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特 

に必要と認められる妊婦のいる家庭 

エ 乳児院、児童養護施設や養育里親等に措置されている児童の家庭復帰のた 

めの支援が必要な家庭 

オ 養育里親又は特別養子縁組等により現に児童を養育しており、特に支援を 

必要としている家庭 

 ⑶ 支援内容 

  ア 対象世帯の状況確認、世帯員からの悩み事や不安の聞き取り 

  イ 世帯員にかかわる家事（掃除、洗濯、調理）、介助、通院や登園等の送迎 
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 ⑷ 支援実績 

  ア 令和６年度 

世帯区分 
生活保護 

世 帯 

住 民 税 非 

課 税 世 帯 

年収３６０万円 

相 当 世 帯 
計 

訪問実世帯数 ０世帯 ２世帯 １世帯 ３世帯 

延べ利用件数 ０件 ４６件 ５件 ５１件 

延べ利用時間数 ０時間 ５６．５時間 ５時間 ６１．５時間 

  イ 令和７年度 

世帯区分 
生活保護 

世 帯 

住 民 税 非 

課 税 世 帯 

年収３６０万円 

相 当 世 帯 
計 

訪問実世帯数 ０世帯 １世帯 １世帯 ２世帯 

延べ利用件数 ０件 ２５件 ８３件 １０８件 

延べ利用時間数 ０時間 １２．５時間 １１３時間 １２５．５時間 

 

４ ヤングケアラー実態把握調査の実施（予定） 

 ⑴ 目的 

   ヤングケアラーの実態把握及びアンケートをとおして、認知度を高め子ども自 

身が声を出せるような環境を構築する。 

 ⑵ 対象児童 

   小学５年生から中学３年生の市内全児童・生徒 

 ⑶ 実施期間 

令和８年１０月から１２月の間で実施（調査期間は２週間程度） 

 ⑷ 実施方法   

タブレット端末による回答 

 ⑸ 実施結果報告 

   令和９年度松本市要保護児童対策地域協議会代表者会議で報告、市ホームペー

ジへ掲載 

 

５ 講演会・セミナー開催 

⑴ ヤングケアラー講演会 

  ア 日時 令和７年８月２９日（金）午後１時３０分から午後３時 

  イ 会場 浅間温泉文化センター 

  ウ 講師 高岡 里衣 氏（元ヤングケアラー、当事者スピーカー） 

  エ 対象 一般市民の方、支援関係者（福祉、医療、教育関係） 

  オ 共同 公益財団法人明治安田こころの健康財団、明治安田生命保険相互会社 

と共同で開催 

 ⑵ ＹｏｕＴｕｂｅセミナー 

１２ 



  ア 内容 ヤングケアラーに関する研修用動画を２本、市のホームページへ掲載 

  イ 期間 令和７年８月４日から令和８年２月２８日 

  ウ 講師 田中 悠美子 氏（一般社団法人ケアラーワークス） 

  エ 対象 一般市民の方、支援関係者（福祉、医療、教育関係） 

  オ 共同 公益財団法人明治安田こころの健康財団、明治安田生命保険相互会社 

と共同で開催 

 

６ ヤングケアラー・コーディネーターを中心とした研修会・勉強会の実施 

 ⑴ 民生委員・児童委員協議会児童福祉部会研修会 

  ア 日時 令和７年４月２４日（木） 

  イ 会場 松本市総合社会福祉センター 

 ⑵ こども法務実習事前学習 

  ア 日時 令和７年８月２０日（水） 

  イ 会場 信州大学 

  ウ 対象 信州大学経法学部学生 

 ⑶ 子育てサポーター養成講座 

  ア 日時 令和７年１０月２３日（木） 

  イ 会場 あがたの森文化会館 

  ウ 対象 子育てサポーター養成講座受講者 

 

７ 周知啓発活動 

  オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンの月間等を通しての周知啓発活 

動の実施 

 

１３ 


